
 

議 会 運 営 委 員 会 

令和7年 12月 4日（木） 

個人一般質問終了後 

開議   時   分 

閉議   時   分 

第 4委員会室 

 

出席者 

〔委 員〕岡本委員長、小川副委員長、 
今田委員、村木委員、大谷委員、沖田委員、足立委員、柳楽委員、西田清久委員 

〔議長団〕澁谷議長、笹田副議長 
〔委員外議員〕遠藤議員、森谷議員 
〔執行部〕山根総務部長、末岡総務課長、小林財政課長、森山総務管理係長 

〔事務局〕下間局長、濱見次長、森井庶務係長、久保田書記 

 

議 題 

1 令和 7年 12月浜田市議会定例会議について 

⑴ 追加付議事件及び付託案について                             資料 1-1、1-2 

⑵ その他 

 

2 浜田市議会請願・陳情等取扱要綱の一部改正について               資料 2 

 

3 特別委員会の設置について                             資料 3 

 

4 議員控室について                                                      資料 4 

 

5 その他 
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令和 7 年 12 月浜田市議会定例会議 付議事件（追加分） 

 

議案等（7 件） 

〔条例関係 3 件、補正予算 4 件〕 

  

議案第 95 号 浜田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例等の一部を

改正する条例について 

議案第 96 号 浜田市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の 

一部を改正する条例について 

議案第 97 号 浜田市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

議案第 98 号 令和 7 年度浜田市一般会計補正予算（第 7 号） 

議案第 99 号 令和 7 年度浜田市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号） 

議案第 100 号 令和 7 年度浜田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号） 

議案第 101 号 令和 7 年度浜田市下水道事業会計補正予算（第 1 号） 

 

 

報告（2 件） 

報告第 25 号 専決処分の報告について（事故の損害賠償の額の決定） 

報告第 26 号 専決処分の報告について（事故の損害賠償の額の決定） 
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令和 7 年 12 月浜田市議会定例会議 付託先一覧（案） 

 

【付託件数内訳】 

総務委員会 3件、予算決算委員会4件 

 

市長提出議案（議案7件） 

議案等番号 件 名 付託先等 

議 案 第 9 5 号 
浜田市一般職の任期付職員の採用等に関する

条例等の一部を改正する条例について 
総務委員会 

議 案 第 9 6 号 
浜田市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正する条例について 
〃 

議 案 第 9 7 号 
浜田市長等の給与に関する条例の一部を改正

する条例について 
〃 

議 案 第 9 8 号 令和 7 年度浜田市一般会計補正予算（第 7 号） 予算決算委員会 

議 案 第 9 9 号 
令和 7 年度浜田市国民健康保険特別会計補正

予算（第 2 号） 
〃 

議案第 100 号 
令和 7 年度浜田市後期高齢者医療特別会計 

補正予算（第 2 号） 
〃 

議案第 101 号 
令和 7 年度浜田市下水道事業会計補正予算

（第 1 号） 
〃 

 



資料 2 

1 

浜田市議会請願・陳情等取扱要綱 【一部改正】 

現行 改正後（案） 

（請願書の公開） （請願書の公開） 

第 6条 請願書は、委員会での審査の際にその写しを傍聴者、報道機関

等に配布するとともに、市議会ホームページに掲載することにより公

開するものとする。ただし、当該請願書に署名一覧が付随していると

きは、個人情報保護の観点からこれを公開せず、委員会での審査の際

の資料に署名総数を記載するものとする。 

第 6条 請願書は、委員会での審査の際にその写しを傍聴者、報道機関

等に配布するとともに、市議会ホームページに掲載することにより公

開するものとする。ただし、当該請願書に署名一覧が付随していると

きは、個人情報保護の観点からこれを公開せず、委員会での審査の際

の資料に署名総数を記載するものとする。 

2  前項本文の規定による公開に当たっては、請願者の住所の地番、印

影及び電話番号は掲載しないものとし、請願者が氏名及び住所    

 の公開を承諾しないときは、これらも掲載しないものとする。 

2  前項本文の規定による公開に当たっては             

             、請願者が住所、氏名、印影又は電話番

号の公開を承諾しないときは、これらを掲載しないものとする。 

3  請願書に添付された資料は、議員のみに配布するものとし、これを

公開しないものとする。ただし、請願の審査のため議長が必要と認め

るときは、市長等に配布するものとする。 

3  請願書に添付された資料は、議員のみに配布するものとし、これを

公開しないものとする。ただし、請願の審査のため議長が必要と認め

るときは、市長等に配布するものとする。 

  

  

   



会派名 公明クラブ 参政
三浦ひろきの公約

違反を正す市民の会

名称 浜田市ハラスメント防止条例 議員定数等議会活性化 道路を守れる体制再構築 地域再生策検討 浜田港湾振興 議員定数検討及び議会活性化 議会改革推進 ハラスメント防止条例検討 議員定数検討

委員定数
選出区分

○議長団、会派から選出
(会派3人に対して1人)
議長団　        1名
浜風の郷　      2名
創政クラブ　    2名
市民クラブ　    1名
公明クラブ　    1名
参政党、無会派　1名
          合計　8名
必要に応じ市職員・市民・
専門家 情報提供・助言

○議長団、会派から選出
(会派3人に対して1人)
議長団　        1名
浜風の郷　      2名
創政クラブ　    2名
市民クラブ　    1名
公明クラブ　    1名
参政党、無会派　1名
          合計　8名
必要に応じ市職員・市民・
専門家 情報提供・助言

５～７名（会派を考慮） ５～７名（会派を考慮） 7名　希望者 8名(1人会派を含む)
各会派より

前回同様 ※

※　令和3年11月1日議会運
営委員会 会議録
議長を除く21名を逆算して
7名くらいが適当ではない
か。
例えば公明を別に考えると
公明は2名なので1名、あと
の会派は多少ばらつきがあ
るが2名ずつでいくと7名に
なる。

8名程度
　
各会派から会派3名に1名を
基準

浜風の里　　　　2名
創生クラブ　　　2名
市民クラブ　　　1名
公明クラブ　　　1名
参政党・無会派　1名

設置期限 条例案の提出まで 期限なし 令和7年12月～
目的を達成するまで

令和7年12月～
目的を達成するまで

目的を達成するまでの期間
設置する。

目的を達成するまでの期間
設置する。

任期期限まで 条例が制定され、広く市民
に周知ができるまで

2年間

特別委員会の設置について

○ハラスメント条例の目的
は、ハラスメントを防止
し、被害者を守り、誰もが
安心して暮らせる環境をつ
くること。
○市民・職員・議員・事業
者を対象にした包括的ハラ
スメント防止条例を検討す
る。
○条例には理念型（啓発・
相談・教育）と罰則型（改
善勧告・過料・公表）を盛
り込む。設置目的

〇議会運営委員会からの次
期議会運営委員会への申し
送り事項を協議検討するた
め。
・議員定数の検討について
・自由討議の活用について
〇議会改革推進特別委員会
からの次期議会への申し送
り事項を協議や調査・検討
するため。
・多様な人材が議員に立候
補しやすい環境整備につい
て
・市への要望・提言等に対
する対応状況の検証につい
て
・一般質問・代表質問を政
策提言に結び付ける取組に
ついて

浜田市内では、道路や橋梁
などのインフラが老朽化
し、維持管理・修繕・除雪
などに携わる地元建設業者
の担い手不足・経営体力の
低下が深刻化している。こ
のままでは、災害時の応急
対応や日常的な道路維持す
ら困難となる恐れがある。
そのため、浜田市議会とし
て、「地元業者が道路を守
れる体制」の再構築を目的
に特別委員会を設置して、
関係機関・業界・議会が一
体となり方策を検討する。
目的は以下のとおり
①道路維持・修繕体制の強
化
②建設業の人材・体制維持
③発注・契約制度の改善
④地域社会との連携

浜田市では、少子高齢化・
人口減少の進行により、地
域の農業やコミュニティの
維持が危ぶまれています。
耕作放棄地や空き家の増加
は、景観や防災上の課題だ
けでなく、地域の魅力低下
を招いています。一方で、
移住希望者や子育て世代の
中には、自然豊かな環境で
農業に関わりながら安心し
て暮らしたいというニーズ
が高まっているようです。
このような現状を踏まえ、
浜田市議会として特別委員
会を設置し、耕作放棄地・
空家の再生と、就農・子育
て支援を一体的に推進する
総合的な地域再生策を検討
する。
目的は以下のとおり
①耕作放棄地・遊休農地及
び空家の実態把握と有効活
用案の検討
②若者・移住者・子育て世

創政クラブ浜風の郷 市民クラブ

現在浜田港は貿易を含めた
物流拠点、大型クルーズ船
入港拠点、
さらには官民一体となって
推進している海上自衛隊物
資補給基地誘致活動等浜田
市の活力を増加させるため
の貴重なアドバンテージで
ある。
整備推進の中心となる国県
に対して、より議会として
も積極的なアプローチを行
うとともに、高速道路と連
結した地域物流計画の検
討、浜田港振興会と連携し
たポートセールの拡充等港
湾振興を充実させることを
目的とする。

人口減少が進み自治体の規
模が縮小する中で住民の関
心の高い適正な「議員定
数」のあり方について議論
する必要がある。また今ま
での議会改革の取組の検証
を行いつつ、より開かれた
議会を目指した取組の検
討、ハラスメント意識の向
上対策推進等、議会活動が
活性化するための戦略を検
討することを目的とする。

これまで特別委員会内で、
様々な検討をされ、多くの
項目について
報告されてきました。
継続して検討していくこと
が大切であることから、設
置を要望

現在、社会問題となってい
るハラスメントの対策とし
て、議会においても検討を
行い、最終的には、防止条
例を制定できるよう取り組
んでいく必要がある。

人口減少、議会・議員活動
や役割の拡大等の様々な状
況に基づく議員定数の検討
を行うため。

まだよく分からない
ため、意見なし
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議員控室について（浜田市議会議員控室の使用に関する規程案（概要）） 

 

1  規程制定の目的 

議員控室の適正な管理・使用を図るため、浜田市庁舎管理規則に定める事項のほ

か、議会として必要な管理運用ルールを明確にするもの。 

 

2  主な内容（協議事項） 

（1）使用目的 
 

使用できる内容 使用できない内容 

① 本会議等（本会議、委員会、全員協

議会等）に伴う待機・休憩 

② 会派等による議会に関する打合せ 

③ 議会の公務に付随する作業 

(例)視察報告書の作成 

④ 議会活動に関する研さん 

(例)会派での勉強会、オンライン研

修の受講 

⑤ 議員相互の連絡調整等 

⑥ 執行部職員との協議・調整 

① 後援会活動 

② 選挙・政治活動 

③ 一般市民・団体との相談・要望活動 

④ 議員個人の事務作業 

(例)議会活動に関係のない個人的書

類作成、個人事務所のような使用 

⑤ 業者などとの商談・折衝 

 

（2）控室の割当て 

議員控室は、会派ごと（無会派の 1 名も含む）に議員数に応じて割り当てる。 
 

（3）使用時間 

➢ 本会議等に使用する場合 → 会議の開催状況に応じて使用可 

➢ その他の場合 → 議会事務局職員の執務時間内（平日 8:30～17:15） 
 

（4）開錠・施錠管理 

➢ 開錠・施錠は、議会事務局職員が実施する。 

➢ 鍵は、議会事務局執務室内で管理する。 
 

（5）遵守事項 

使用者は次の事項を遵守する。 

➢ 施設設備の保全・秩序維持に努めること。 

➢ 電気・火気・整理整頓を徹底すること。 

➢ 使用前後（本会議等の開催時に使用する場合を除く。）に、議会事務局に口頭

で申し出ること。 
 

（6）事故等の報告義務 

事故・事件が発生した場合、直ちに議会事務局に報告する。 



浜田市議会議員控室の使用に関する規程（案） 

 

（趣旨） 

第 1 条 この規程は、浜田市議会議員控室（以下「議員控室」という。）の使

用に関し、浜田市庁舎管理規則（平成 24 年浜田市規則第 14 号）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（使用範囲） 

第 2 条 議員控室は、次に掲げる場合に議員が使用することができる。 

⑴ 本会議等（本会議（浜田市議会会議規則（平成 17 年浜田市議会規則第

1 号）に規定する会議をいう。）、委員会（浜田市議会委員会条例（平成

17 年浜田市条例第 306 号）に規定する常任委員会、議会運営委員会及び

特別委員会をいう。）、全員協議会（同規則第 107 条第 1 項に規定する協

議等の場をいう。）その他の会議をいう。以下同じ。）の開催に伴う待機

又は休憩 

⑵ 会派（1 人のみの無会派を含む。以下同じ。）等による議会に関する打

合せ 

⑶ 議会の公務に付随する作業 

⑷ 議会活動に関する研さん 

⑸ 議員相互の連絡調整等 

⑹ 執行機関の職員との協議・調整 

2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、使用することができない。 

⑴ 後援会活動 

⑵ 選挙活動及び政治活動 

⑶ 一般市民又は団体との相談又は要望活動 

⑷ 議員個人の事務作業 

⑸ 業者等との商談、折衝等 

（議員控室の割当て） 

第 3 条 議員控室は、会派ごとに、当該会派に所属する議員数に応じて割り

当てる。 

（使用時間） 

第 4 条 議員控室の使用時間は、議会事務局職員の執務時間内とする。ただ

し、第 2 条第 1 項第 1 号に該当する場合は、当該本会議等の開催状況に応

じた時間とする。 

（開錠及び施錠等） 



第 5 条 議員控室の開錠及び施錠は、議会事務局職員が行うものとし、その

鍵は議会事務局の執務室内において保管する。 

（遵守事項） 

第 6 条 議員控室の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

⑴ 常に施設設備の保全及び秩序の維持に努めること。 

⑵ 電気及び火気の取扱い並びに整理整頓について徹底すること。 

⑶ 議員控室を使用しようとするとき、及び使用した後は、議会事務局に

口頭で届け出ること（第 2 条第 1 項第 1 号に該当する場合を除く。）。 

（報告） 

第 7 条 議員控室を使用する者は、議員控室内で事故又は事件が発生したと

きは、直ちに議会事務局に報告しなければならない。 

（その他） 

第 8 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。 

附 則 

この規程は、令和 7 年  月  日から施行する。 

 

 

 


